
Ⅰ は じ め に

わが国は，２００６年４月１日以降に開始する事業年度から「企業結合に係る

会計基準」を適用している。これまでわが国には企業結合の全体を首尾一貫

してカバーするような体系的な会計基準がなく，現物出資説（パーチェス法

に対応）と人格合一説（持分プーリング法に対応）の間での任意選択が許容

されているなどさまざまな問題点が指摘されていた(1)。

新基準の導入により，わが国の企業結合の会計処理について顕著な進展が

見られたが，まだ，アメリカ基準や国際財務報告基準（IFRS）との間に大

きな差異が残されており，いくつかの論点をめぐって現在も議論が続けられ

ている状況にある。

そこで本論文は，アメリカにおけるのれんの会計処理を設例をもとに具体

的に検討するとともに，わが国の新基準との比較を行う。続いて，のれんの

会計処理に関するアメリカ基準（および IFRS）とわが国の基準を会計理論

および実証研究による知見をふまえて考察することにしたい。

Ⅱ 企業結合時におけるのれんおよびその他の無形資産の会計処理

財務会計基準書１４１（SFAS141）は，持分プーリング法を廃止してすべて

の企業結合にパーチェス法を適用することを義務づけている。以下では，

( 1 ) 例えば，池田［1997］を参照されたい。

のれんの会計処理に関する一考察

池 田 健 一

－７９－

（ １ ）



Mard et al.［2002］に示された数値例に基づいて作成した設例をもとにアメ

リカにおける企業結合の会計手続きの検討を行うことにしたい。なお，この

設例はアメリカの会計基準による連結財務諸表を作成している日本企業にも

該当することに留意されたい。

�１ 設例１

P社は２０X１年１２月３１日に吸収合併により S社の資産を取得し，負債を引

き継いだ。その際，現金＄１５０，０００，０００を対価として支払った(2)。S社の諸資

産と諸負債の公正価値は図表１のとおりであった。また，S社の無形資産の

公正価値は図表２のとおりである。

図表１ S社の資産・負債のデータ 図表２ S社の無形資産（公正価値）

簿 価 公正価値 ソフトウェア ＄７，０７０，０００

現 金 ＄１，５００，０００ ＄１，５００，０００ テクノロジー １３，５００，０００

有価証券 ４，０００，０００ ８，０００，０００ 仕掛中の研究開発 ４，３３０，０００

売 掛 金 １７，０００，０００ １７，０００，０００ 商 号 ２３，７６０，０００

棚卸資産 １２，０００，０００ １２，０００，０００ 顧客関係 ６，４９０，０００

前払費用 ３，０００，０００ ３，０００，０００ 労 働 力 １，７９０，０００

土地および建物 １０，０００，０００ ２２，０００，０００ 競争制限協定 ９，３００，０００

機械装置 １５，０００，０００ １９，０００，０００

創立費・その他無形資産 ５，０００，０００ ０

資産合計 ＄６７，５００，０００ ＄８２，５００，０００

流動負債 ＄２５，０００，０００ ＄２５，０００，０００

固定負債（１年以内満期） ４，０００，０００ ４，０００，０００

固定負債 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００

負債合計 ＄５９，０００，０００ ＄５９，０００，０００

( 2 ) 吸収合併の場合，対価は一般的に株式であるが，この設例では簡便化のため現
金としている。なお，Mard et al.［2002］では，非公開会社の資産の取得として例
示されている。
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この企業結合について，P社が行う仕訳は次のとおりである。なお，図表

１の資産合計（公正価値）を諸資産，負債合計（公正価値）を諸負債として

一括して会計処理している。

（借）諸資産 ８２，５００，０００ （貸）現 金 １５０，０００，０００

（〃）ソフトウェア ７，０７０，０００ （〃）諸負債 ５９，０００，０００

（〃）テクノロジー １３，５００，０００

（〃）仕掛中の研究開発 ４，３３０，０００

（〃）商号 ２３，７６０，０００

（〃）顧客関係 ６，４９０，０００

（〃）競争制限協定 ９，３００，０００

（〃）のれん ６２，０５０，０００

この会計処理のポイントは，次のとおりである。

① S社の無形資産（図表２）のうち仕掛中の研究開発（In-process research

and development）は費用として処理し，労働力（Assembled workforce）は

のれんに含めて処理する。

② のれん（＄６２，０５０，０００）は，支払った現金に S社の諸負債の公正価値

を加算した修正後購入価額（adjusted purchase price）から諸資産と無形資

産の公正価値を控除した差額として算出される。

設例１で示されているように，SFAS141は，企業結合時の対価と被買収

会社 S社の純資産との差額をすべてのれんとするのではなく，その差額か

ら識別可能無形資産の公正価値を控除した残額だけをのれんとして計上する

ように規定している。

SFAS141は無形資産の計上要件として，a．契約・法的規準を満たすものと

b．分離可能規準を満たすもの，の２つをあげており（図表３参照），いずれ
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かの要件に該当する場合はのれんと区別して資産計上し，どちらにも該当し

ない場合のみ，のれんに含めて処理する。

図表３ 無形資産の種類

区 分 項 目

マーケティング関連の
無形資産

（�）商標，商号，（�）サービスマーク，団体マーク，証明商標，（�）商
品包装（ユニークな色，形，パッケージデザイン），（�）新聞の題字，
（�）インターネットのドメイン名，（�）競争制限協定

顧客関連の無形資産 （�）※顧客リスト，（�）受注または生産残高，（�）顧客契約および顧
客関係，（�）※契約に基づかない顧客関係

芸術関連の無形資産 （�）演劇，オペラ，バレエ，（�）書籍，雑誌，新聞，その他の著作物，
（�）作曲，作詞，コマーシャルソング等の音楽著作権，（�）絵や写真，
（�）映像および音響作品（映画，音楽ビデオ，TV番組を含む）

契約に基づく無形資産 （�）ライセンス，ロイヤリティ，据え置き契約，（�）広告，請負建設，
管理，サービスまたは商品納入契約，（�）リース契約，（�）建設許認
可，（�）フランチャイズ契約，（�）事業権および放映権，（�）使用権
（掘削，水資源，大気，鉱物資源，森林伐採など），（�）サービス契約
（抵当サービス契約など），（	）雇用契約

技術に基づく無形資産 （�）特許化された技術，（�）コンピュータ・ソフトウェアとマスク
ワーク，（�）※特許化されていない技術，（�）※データベース（権原
証明書類など），（�）企業秘密（秘密の製法，プロセス，処方など）

※の項目：分離可能規準を満たすもの
無印の項目：契約・法的規準を満たすもの
（出所）SFAS141 Appendix Apara. A14をもとに作成。

設例１の図表２に示される無形資産の評価アプローチ（評価方法）は図表

４にしたがって行われている。
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図表４ 無形資産の種類と評価アプローチ

資 産 種 類 評価アプローチ（評価方法）

ソフトウェア 技術に基づく無形資産 コストアプローチ

顧客関係 顧客関連の無形資産 コストアプローチ

労働力 のれん コストアプローチ

労働制限協定 契約に基づく無形資産 インカムアプローチ

テクノロジー 技術に基づく無形資産 インカムアプローチ

仕掛中の研究開発 技術に基づく無形資産 インカムアプローチ

商号 マーケティング関連の無形資産 インカムアプローチ

のれん N/A 差額

（出所）Mard et al. [2002], pp.42‐43.

�２ わが国における会計処理

わが国は，企業結合の会計処理についてパーチェス法と持分プーリング法

の２つの会計処理方法を認めているが，稀な場合を除いてパーチェス法が適

用される(3)。

ところでわが国では，２００７年２月現在，無形資産に関する会計基準が存在

しないため，「企業結合に係る会計基準」の中に次のような規定がおかれて

いる。すなわち，「取得した資産に法律上の権利又は分離して譲渡可能な無

形資産が含まれる場合には，取得原価を当該無形資産に配分することができ

る」（基準三２．（３））。

これにより，設例１のようなケースについて，わが国もアメリカと同じ会

計処理が可能であることになる。また，「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」は，無形資産の独立した価額が合理的に算定で

( 3 ) 持分プーリング法が適用されるのは，「①企業結合に際して支払われた対価の
すべてが，原則として，議決権のある株式であること」，「②結合後企業に対して
各結合当事企業の株主が総体として有することになった議決権比率が等しいこ
と」，「③議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと」という
3つの要件をすべて満たす必要がある（「企業結合に係る会計基準」三・1（1））。
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きる場合を示し（図表５を参照），該当する場合には原則として取得価額を

識別可能資産となる無形資産に配分することを求めている（５６項）。

図表５ わが国適用指針における無形資産の認識要件

認
識
要
件
を
満
た
す
も
の

法律上の権利 特定の法律に基づく
知的財産権（知的所
有権）等の権利

特許権，実用新案権，商標権，意匠権，著作
権，半導体集積回路配置，営業上の機密事項，
植物の新品種，等

独立第三者と締結し
た契約に基づく権利
で未履行のもの

業務委託契約，請負契約，施設利用契約，商
品売買契約，フランチャイズ契約，等

分離して譲渡可能なもの（法律上の
権利以外の例）

・顧客リスト（法律や契約により譲渡等が禁
じられている場合を除く）

・特許で保護されていない技術
・データベース，等

認識要件を満たさないものの例（企業ま
たは事業から分離が困難⇒のれんを構成
する）

・法律上の裏付のない超過収益力
・労働力の相乗効果（リーダーシップ，チー
ムワーク）

・コーポレートブランド

（出所）デロイトトーマツ FAS㈱編［２００６］，５５頁

したがって，わが国でも無形資産の認識は無条件に任意なのではなく，買

収調査等の段階で判明している場合には無形資産に配分する必要があり，事

前に算定できなかった場合には会社の任意で無形資産への配分を行うかを判

断するという理解が適切であるとされている(4)。

ところで，のれんの計上はこれまで主に現金買収に限られていたが，新基

準では株式を買収対価とする株式交換，株式移転，合併でも原則として発生

( 4 ) デロイトトーマツ FAS株式会社編［2006］，55‐56頁。なお，わが国の事業買
収の会計処理実務では，買収にあたり無形資産が計上されることはまれであると
いう（辻山［2003］，142頁）。したがってわが国の企業がこの適用指針にしたがっ
ていない場合は，適用指針にしたがって会計処理を行った場合よりも企業結合時
に計上されるのれんの額が大きくなる恐れが高い。なお，アメリカでも SFAS141
および SFAS142が適用される前は，企業結合時の対価と被買収会社の純資産と
の差額をすべてのれんに計上していたため，大型のM&Aを行った企業のバラン
スシートに最大で総資産の 7割にも及ぶ巨額ののれんが計上されるケースがあり
問題とされていた。
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するようになっている。

Ⅲ のれんの減損の認識と測定

企業結合によって記録されたのれんは，無期限の耐用年数を持つものと

認識され，償却してはならないとされる。したがって，のれんについては

SFAS142に基づく減損テストのみが行われる。

以下では，Mard et al.［2002］に示された数値例に基づいて作成した設例

をもとにアメリカにおけるのれんの減損の会計手続きの検討を行うことにし

たい。なお，アメリカ基準を適用する日本企業も同様の会計手続きを行って

いるものと考えられる。

�１ 設例２

（設例１の続き）P社が S社を吸収合併した１年後の２０X２年１２月３１日に，

のれんの減損の兆候が見られたので，P社はのれんの減損テストを行った。

S社は P社の部門の１つを構成しており，減損テストを行う場合，１つのレ

ポーティング・ユニットとされる。

ここでレポーティング・ユニットとは，SFAS131号「企業のセグメント

および関連情報に関する開示」第１０項で定義される事業セグメントまたは事

業セグメントの一つ低いレベル（構成要素）をいう。

図表６は減損テスト時点におけるレポーティング・ユニット（旧 S社）

の諸資産と諸負債および無形資産の帳簿価額と公正価値を示している。
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図表６ レポーティングユニット（旧 S社）の資産・負債

繰越価額 公正価値

１２／３１／０２ １２／３１／０２

現金 ＄２，８５０，０００ ＄２，８５０，０００

有価証券 ７，０００，０００ ７，３００，０００

売掛金 １３，０００，０００ １３，０００，０００

棚卸資産 １０，５００，０００ １０，５００，０００

前払費用 ２，５００，０００ ２，５００，０００

土地および建物 ２１，６８７，０００ ２３，０００，０００

機械装置（純額） １６，２１６，０００ １９，０００，０００

ソフトウェア ５，３００，０００ ７，８１０，０００

テクノロジー １０，１２０，０００ ５，９９０，０００

仕掛中の研究開発 ０ ２，３５０，０００

商号 ２３，７６０，０００ １８，４５０，０００

顧客関係 ５，１９０，０００ ５，８２０，０００

競争制限協定 ７，４４０，０００ ５，０００，０００

のれん ６２，０５０，０００

資産合計 ＄１８７，６１３，０００

流動負債 ＄２０，０００，０００ ＄２０，０００，０００

負債合計 ＄２０，０００，０００ ＄２０，０００，０００

のれんの減損は，次の２つの手順で行われる。まず，レポーティング・ユ

ニットの公正価値をのれんを含むレポーティング・ユニットの帳簿価額と比

較する。設例２では，レポーティング・ユニットの公正価値を割引キャッ

シュ・フロー法を用いて＄１４３，０００，０００と見積もっている（図表７～図表９

を参照）。これに対し，レポーティング・ユニットの帳簿価額は，図表６よ

り＄１６７，６１３，０００となる。
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図表７ キャッシュ・フローの見積りに用いられる主要な仮定

・２００２年１２月３１日時点で，売上は２００２年の＄５６，０００，０００から２００３年の＄５８，８００，０００まで
５％の成長になると予測される。その後，２００４年の＄６４，６８０及び２００５年の＄７１，１４８は
各１０％成長し，２００６年，２００７年はそれぞれ８％，７％成長するが，２００８年以降は５％
の成長が見込まれている。
・売上高営業利益率（償却前）は２００３年に２７．５％に下落すると予測される。売上原価率
は２００３年に４２％，２００４年に４１％，２００５年に４０％，２００６年以降は３９％と予測されている。
一方，営業比率は２００３年に３０．５％，２００４年と２００５年に３０％，２００６年以降は２９％と予測
されている。
・運転資本の必要額（負債を除く）は売上の１５％と予測される。
・資本的支出は純売上の１％と予測される。
・無形資産の償却は内国歳入法第１９７条に基づき，１５年にわたって行われる。償却費は
タックスシールドとして機能し，キャッシュ・フローに足し戻される。毎期の償却費
は＄８，４３３，０００（＄１２６，５００，０００÷１５［千ドル未満四捨五入］）。

・実効税率は４０％。
・２０１２年以降の残存継続成長率は５％と予測される。

この結果，レポーティング・ユニットの帳簿価額＞レポーティング・ユ

ニットの公正価値であることから，減損が実際に発生しているかどうかを見

極めるために２つ目のステップに進む必要がある。

２つ目のステップでは，のれんの公正価値（implied value of goodwill）を

計算し，それをのれんの帳簿価額と比較する。ここで，のれんの公正価値は，

レポーティング・ユニットの公正価値＄１４３，０００，０００に諸負債＄２０，０００，０００

を加えた額から諸資産の公正価値＄７８，１５０，０００と無形資産の公正価値の合計

＄４５，４２０，０００を控除して計算する。

したがって，のれんの公正価値は＄３９，４３０，０００となり，これをのれんの

帳簿価額＄６２，０５０，０００と比較すると，のれんの帳簿価額＞のれんの公正価

値となるため，のれんの減損が生じていると判断され，のれんの減損損失

＄２２，６２０，０００を計上する。

なお，設例２では，のれんのほかにテクノロジーと商号にもそれぞれ

＄４，１３０，０００と＄５，３１０，０００の減損が生じている（図表６を参照）。このため，

これらをまとめて次のような仕訳を行う(5)。

のれんの会計処理に関する一考察（池田） －８７－

（ ９ ）
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（借）減損損失 ３２，０６０，０００ （貸）のれん ２２，６２０，０００

（〃）テクノロジー ４，１３０，０００

（〃）商号 ５，３１０，０００

のれんの減損の認識と測定に関する会計処理のポイントは，下記のとおり

である。

① 減損テストを実施する前提として，まず，減損テストの対象となるレポー

ティング・ユニットを決定する必要がある(6)。

② 資産，負債，企業結合により取得されたのれんを，それらが帰属する各

レポーティング・ユニットに配分する必要がある。

( 5 ) 設例 2では，競争制限協定も帳簿価額 7,440,000より公正価値 5,000,000の方が
低くなっている。しかし，競争制限協定に帰属する割引前正味キャッシュ・フロー
がその繰越価額を上回っているため，減損は生じていないと判断されている（下
記の図表を参照）。

事業からの割引前正味キャッシュ・フローの予測

SFAS１４４号減損テスト ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７
競争がない場合 ２１，０６２ １５，１６３ １６，０６９ １７，７２８ １８，５１３
競争がある場合 ２０，５３８ １４，５３０ １５，３１０ １６，８３３ １７，５４７

競争制限の帰属部分 ＄５２４ ＄６３３ ＄７５９ ＄８９５ ＄９６６

SFAS１４４号減損テスト ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２
競争がない場合 １９，４８０ ２０，２６６ ２０，７４３ ２１，２５４ ２２，１４１
競争がある場合 １８，４５１ １９，１８５ １９，６０９ ２０，０６３ ２０，８９０

競争制限の帰属部分 ＄１，０２９＄１，０８１＄１，１３４＄１，１９１＄１，２５１

競争制限協定に帰属する正味キャッシュ・フロー合計 ＄９，４６３

競争制限協定の繰越価額 ＄７，４４０

（出所）Mard et al. [2002], p105.

( 6 ) デロイトトーマツ FAS株式会社編［2006］，77頁。減損テストの対象であるレ
ポーティング・ユニットとなり得る条件は，事業セグメントの構成要素が以下の
要件を満たしている場合であるとされる。
・事業セグメントの構成要素が，個別の財務情報が入手可能なビジネスを構成し
ている。
・事業セグメントの経営陣が定期的にその構成要素の業績を評価している。
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③ のれんの減損テストは，［１］レポーティング・ユニットの公正価値をの

れんを含むレポーティング・ユニットの帳簿価額と比較する，［２］のれん

の公正価値（implied value of goodwill）を計算し，それをのれんの帳簿価

額と比較するという２ステップのプロセスで行う。ただし，ステップ１で

レポーティング・ユニットの公正価値が帳簿価額を上回っている場合は，

のれんの減損は認められないのでステップ２は行わない。

ここで，レポーティング・ユニットの公正価値算定方法には，（１）市場株

価法，（２）ディスカウント・キャッシュ・フロー法，（３）倍率法があるが，一

般的には設例２で示したように（２）ディスカウント・キャッシュ・フロー法

が適用される場合が多いといわれている（図表１０を参照）。

図表１０ レポーティング・ユニットの公正価値算定方法

市場株価法

・現在の市場の取引相場価格が入手可能であれば，最善の公正価値の
根拠となる。

・しかし，個々の有価証券の市場価格は，レポーティング・ユニット
全体の公正価値を表さない場合がある（コントロールプレミアムが
発生することにより，レポーティング・ユニットの公正価値がその
時価総額を上回ることがあり得る）

ディスカウント・
キャッシュ・
フロー法

・レポーティング・ユニットの公正価値の算定方法として最適である
ケースが多い。

・キャッシュ・フローの予測は，市場参加者がレポーティング・ユ
ニットの公正価値算定の際に用いるであろう前提を踏まえたもので
ある必要がある。

倍率法

・公正価値算定の目的に一致している場合に限り，利益や売上高を用
いた倍率による評価方法を用いてもよい。

・倍率法は，類似会社の業務や経済的性質に類似性が観察される場合
には有効であるが，反対に，性質，範囲，規模等において類似性が
見られない場合には適用すべきでない。

（出所）デロイトトーマツ FAS㈱編［２００６］，８３頁。

�２ わが国における会計処理

ところでわが国では，企業結合により生じたのれんは正ののれんの場合，
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負ののれんの場合のいずれも償却が必要である。したがって正ののれんにつ

いて減損テストのみを行い，負ののれんは計上されないアメリカの会計処理

とは顕著に異なっている。

のれんの償却は，２０年以内のその効果の及ぶ期間にわたって，定額法その

他の合理的な方法により規則的に償却する（「企業結合に係る会計基準」三・

２・（４））とされており，さらに「固定資産の減損に係る会計基準」にした

がった減損処理が必要となることもある。

なお，アメリカ基準を適用する一部の日本企業とわが国会計基準が適用さ

れるそれ以外の日本企業で同一の取引を行っているにもかかわらず適用され

る会計ルールが異なるという問題があることをここで指摘しておきたい。

Ⅳ のれんの会計処理に関する考察

まず，企業結合時に生じるのれんを資産として計上する会計処理について

は，会計理論上で問題点が指摘されているが(7)，実証研究はのれんが投資者

によって資産として認識されていることを示唆する結果を示している(8)。

次に，アメリカ基準（および IFRS）は，企業結合時に資産計上したのれ

んを償却せずに減損テストのみを行う。これに対し，わが国は企業結合時に

資産計上したのれんを２０年以内に償却するとともに減損テストも行う。

ここでアメリカ基準がのれんの償却を廃止し，減損テストのみとした背景

には，持分プーリング法を廃止してパーチェス法に一本化するための政策的

な妥協があったという(9)。しかし財務会計基準審議会（FASB）は，その主

( 7 ) 榊原［2007］は，「企業結合のれん」については，単なる「期待」であり，検
証不能であるので，資産の認識規準の一つである信頼性規準を満たさないとの批
判を容易に指摘できると述べている（60頁）。

( 8 ) 例えば，McCarthy and Schneider [1995], pp.69‐81を参照されたい。大日方［2002］
は，これまでに行われた実証研究をふまえて「のれんの償却額を純利益に賦課し
ない理由はなく，のれんを資本に直接賦課して償却する会計処理は，むしろ投資
家をミスリードする危険がある」と指摘されている（400頁)。
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な理由として，のれんの価値の減少が不確定であること，償却よりのれんの

減損テストの方がより有用な財務情報を提供できること，をあげている。

一方，実証研究によれば，投資者にとってのれんの償却費は株価に対して

追加的な説明力を有さないため有用でないとする研究が複数提示されている

のに対して，減損テストだけにするよりも，のれんを４０年以内で償却するこ

とを義務づけていた改訂前のアメリカ基準の方が投資意思決定に有用である

とする研究も示されている(10)。

したがって，これまでの実証研究については，「会計上の形式的，画一的

なのれんの償却パターンと，市場が評価している暖簾価値の減少パターンと

のあいだにはズレがあり，のれんの償却についての情報は，事業資産の減価

償却費ほど情報内容が明確ではなく，相当のノイズが含まれている」という

解釈が示されている(11)。

さらに，Watts教授は，のれんが「減損している」かどうか毎期評価をす

る会計基準（SFAS No.142）は，減損を評価するのに将来キャッシュ・フロー

の評価を要求するが，それらの将来キャッシュ・フローは検証可能でも契約

にもとづくものでもないため，将来キャッシュ・フローにもとづく評価は操

作されやすいと指摘している(12)。

また，会計理論上からも，買入のれんを償却しないのは追加投資による自

己創設のれんを計上することと実質的に等しいという考え方に通じるとされ，

問題とされている(13)。

ところでアメリカ企業について，平均を上回る，または下回る利益率は，

１０年以内に「正常な」レベルに戻る傾向があるという(14)。ROEやその他の

( 9 ) （黄［2005］30頁）。
(10) 例えば，Jennings et al. [1996], Moehrle, Reynolds-Moehrle and Wallace [2001], Jen-

nings et al. [2001], Chambers [2006] などを参照されたい。
(11) （大日方［2002］400頁)。
(12) （Watts [2003] p.217）。なお,この点については（村瀬［2005］107頁）も指摘し
ている。
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投資利益率のこうした動きは，「平均回帰的（mean-reverting）」と特徴づけ

られる。ここで高い ROEが下落しやすいのは，儲かるところには競争が起

きやすいことを反映しており，低い ROEが上昇しやすいのは，資本が非生

産的な事業から収益性の高い事業に流れ出すことを反映している(15)。

このような調査結果から，アメリカ企業ののれんは１０年程度しか維持され

ない場合が多いのではないかとも考えられる。しかしこのような一般的傾向

に反して，長期にわたり，正常よりも高い，もしくは低い ROEを維持する

企業もあるという(16)。

これまでの考察を踏まえて，のれんの償却および減損に関するアメリカと

わが国の会計処理を検討することにしたい。まず，買入のれんの価値は時の

経過により不可避的に減少する場合がほとんどであると考えられるが正確に

は把握できない。そこで，わが国のように買入のれんを償却することでその

ような経済的実態が近似的に表現されることになる。これは，買入のれんの

価値を評価するのではなく，買入のれんの金額を配分する思考であるといえ

る。

一方，のれんを償却せず，減損テストを行うアメリカ基準（および IFRS）

は，償却ではなく減損テストによって買入のれんの価値の減少の経済的実態

を表現しようとする。これは，買入のれんの金額を配分するのではなく，買

入のれんの価値を評価しようとする思考であるといえる。ところがWatts教

(13) （伊藤［2001］75頁）。伊藤教授は，「SFAS142号は自己創設のれんを積極的に
認めたというよりも，のれんの非償却法を採用した結果として，買入のれんの減
耗分を補完する部分についてのみ自己創設のれんの計上を容認することになった
と解釈するのが適切であろう。いずれにせよ，自己創設のれんの計上が部分的・
限定的にせよ会計基準において認められたといえるであろう」と述べておられる。

(14) （斉藤監訳［2001］259頁）。
(15) 前掲書，258頁および 260頁。
(16) 前掲書，260頁。こうした現象は，Wal-Mart社のように維持可能な競争優位を
反映している場合と，製薬会社などのように会計方法によって人為的にもたらさ
れただけの場合（研究開発の無形価値はバランスシートに計上されず，ROEの計
算でも分母から除かれている）とがあるという。

－９４－

（１６）



授の指摘からも明らかなように，のれんの減損の測定は，検証不能な将来

キャッシュ・フローに依存して行われており，操作される可能性を含むもの

である。したがって，現行の会計基準による減損テストでは，買入のれんの

価値の減少の経済的実態が適正に反映されないケースが生じる恐れがある。

Ⅴ むすびにかえて

アメリカの財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）

は，２００２年９月のノーウォーク合意を出発点として，両会計基準の差異を解

消する取り組みを継続しており，企業結合会計についてはパーチェス法の適

用に関する具体的な手続を定める第２フェーズの議論を行っているところで

あるという。

一方，わが国企業会計基準委員会（ASBJ）は，会計基準のコンバージェ

ンスを進めるなかで企業結合会計に関する差異の解消について，次のような

取り組みを行っている(17)。

まず，持分プーリング法については，２００５年７月に欧州証券規制当局委員

会（CESR）の同等性評価で最も厳しい補完計算書の作成が求められたこと

から２００７年に市場調査を実施したうえで基準の改定を行うかどうか検討する

ことになっている。

次に，のれんの償却については，CESRの同等性評価で補正措置の対象と

されていないことから現時点で検討の対象とされていない。

続いて，負ののれんについては，補正措置による追加開示（開示 B）が要

求されたが，それら（負ののれんの金額，発生原因，償却方法および償却期

間）について２００６年から適用された日本基準ですでに開示を要求している。

(17) 例えば，加藤［2007］，荻原［2007］を参照。なお，本稿で取り上げていない
企業結合会計に関する差異として，企業結合の対価算定日（開示 B），取得研究
開発，少数株主持分（開示 A），段階取得（開示 A），外貨建のれんの換算（開示
A）がある。
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ところで FASBと IASBは，２００５年６月に企業結合会計に関する公開草案

を共同で公表している。公開草案は，これまで採用されてきた購入のれん方

式に代えて全部のれん方式を提案していることをはじめ，現行の会計基準と

比べて様々な相違点が見られる。

したがって公開草案のゆくえは，わが国の企業結合会計にも大きな影響を

及ぼすことが考えられるだけに今後の動向を注目していきたい。
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